
6月定例県議会

地方独立行政法人 山口県立病院機構の

｢定款案｣｢評価委員会条例案｣を上程しました！

定款とは

地方独立行政法人の設立目的、業務範囲などの基本的な事項を定める

ものです。県による新たな法人の設立に向けて、県議会の議決を経て

定款を定め、総務大臣の認可を受けることになります。

定款案の主な内容

◆目的

第１条 この地方独立行政法人は、医療の提供、医療に関する調査及び研究

並びに医療従事者等の研修を行うことにより、県民の健康の保持増進を

図り、もって健康で文化的な生活の向上に資することを目的とする。

現在の病院設置条例の目的と同じ内容であり、法人化後もその目的が変わ

らないことを明らかにしています。

◆名称

第２条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人山口県立病院

機構とする。

新たな法人の名称は、病院事業を行わせるために山口県が設立した法人で

あることを明らかにするため「山口県立病院機構」としています。

また、２病院の名称は、県民に親しまれている等の理由から、現在と同様

の「山口県立総合医療センター」「山口県立こころの医療センター」として

います。

山口県立病院機構

山口県立総合医療センター 山口県立こころの医療センター

Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ （職員向け独法化情報紙）
～山口県立病院の独法化について～ （第11号：H2２年６月発行）

県では、平成２３年４月を目途に、県立病院の地方独立行政法人化に向けた

検討・準備を進めています。

この度の平成２２年６月県議会に「定款案」と「評価委員会条例案」を上程しま

したので、今回はその概要についてお知らせします。



◆業務の範囲

第16条 法人は、次に掲げる業務を行う。
１ 医療を提供すること。
２ 医療に関する調査及び研究を行うこと。
３ 医療従事者等の研修を行うこと。
４ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと

法人が行う業務を列記しています。

業務範囲の決定を受け、今後、法人が県民に提供すべきサービスや業務の

質の向上に関する事項等を中期目標（県が法人に示す達成目標）、中期計画

（中期目標を達成するための法人の計画）の中で具体的に取り組んでいく

ことになります。

◆その他

その他、役員や理事会、資本金や財産等について規定しています。

評価委員会とは

県の附属機関として、県が策定する中期目標に対する意見や、法人の業務実績

の評価・改善勧告等を行うために設置するものです。

法人の運営に関して重要な役割を果たす組織です。
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議案の可決後は、評価委員会を設置し、法人の運営方針となる「中期

目標」「中期計画」等の策定に向けた作業を進めます。
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《ご意見をお寄せください》

県では、県立病院の独法化に関して、職員の皆さん

の御意見を受け付けています。みなさんからいただい

た御意見は法人化委員会において委員へ報告すること

としていますので、忌憚のない御意見をお寄せ下さい。

(提出先 :：各病院事務局に設置の独法化意見箱)


